
社会福祉法人陽光会

別紙1

現況報告書（平成30年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額（円）

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額（円）

～

～

～

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

07 福島県 201 福島市 07201 8380005000470 01 一般法人 01 運営中

昭和55年10月2日 昭和55年10月13日

7 7 0

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所

轄庁からの再就職

状況

(3-5）他の社会福祉法人の

評議員・役員・職員との兼務状

況

(3-7)前会計年度における評

議員会への出席回数

http://youkoukai.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jimukyoku@youkoukai.jp

社会福祉法人陽光会

福島県 福島市 南沢又字水門下160-3
024-572-3631 024-572-3628 2 無

菊田　ヨネ H29.4.1 H33.6
2

2

安達　正紀 H29.4.1 H33.6
1

(3-2)評議員の職業

松崎　欽榮 H29.4.1 H33.6

阿部　章 H29.4.1 H33.6
1

村上　博彦 H29.4.1 H33.6
1

本多　和子 H29.4.1 H33.6
2

6 6 15,398,000 2 特例無

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職
(3-3)理事長への就任

年月日

(3-4)理事の

常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議

員会議決年月日
(3-6)理事の職業

菅野　馨 H29.4.1 H33.6
2

H29.6.9 H31.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 7
坂井　邦昭

1 理事長（会長等含む。） 平成24年4月1日 2 非常勤 平成29年6月9日

(3-7)理事の

所轄庁からの

再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理

事と親族等特

殊関係にある

者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会

計年度におけ

る理事会への

出席回数

H29.6.9 H31.6 3 施設の管理者 2 無 7
佐藤　博

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤 平成29年6月9日

H29.6.9 H31.6 3 施設の管理者 2 無 7
小野　雅信

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月9日

H29.6.9 H31.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 6
加藤　勝夫

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月9日

H29.6.9 H31.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 6
小山　嘉子

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月9日

(3-3)監事選任の評議

員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況

(3-7)前会計年度にお

ける理事会への出席回

数

三津間　嗣夫
平成29年6月9日

H29.6.9 H31.6

3 3 0

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況

H29.6.9 H31.6 3 施設の管理者 2 無 5
加藤　利春

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月9日

羽田　巧
平成29年6月9日

H29.6.9 H31.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 7

6 財務管理に識見を有する者（その他） 7

近野　元洋
平成29年6月9日

H29.6.9 H31.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

4 0 0

0.0 0.0

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人

名）

(1-2)前会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

(1-3)前年

度決算にかか

る定時評議

員会への出

席の有無

(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

なし



社会福祉法人陽光会

(2)施設・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

177 0 29

平成29年10月20日 5 5 2 0 ○社会福祉法人陽光会定款の変更について

平成29年6月9日 6 5 3 0

○平成28年度事業報告、財産目録、貸借対照表及び各収支計算書の認定について

○社会福祉法人陽光会定款の変更について

○社会福祉法人陽光会役員の選任について

○社会福祉法人陽光会役員等報酬規程（案）について

0.0 18.4

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監

事・会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

平成29年6月28日 6 3

○社会福祉法人陽光会管理規則の一部改正について　○社会福祉法人陽光会就業規則の一部改正について　○社会福祉法人陽光会経理規則の一部改正につい

て

○社会福祉法人陽光会公印規程の一部改正について　○陽光会職員に対する被服の支給に関する規定の一部改正について

○社会福祉法人陽光会福祉サービス苦情解決実施要綱の一部改正について　○社会福祉法人陽光会運営協議会の運営に関する規定の制定について

○平成２９年度第１次資金収支補正予算（案）について　○地域密着型介護事業所　森の風　開設に伴うネットワーク工事請負契約及び備品等購入契約の締結

について

平成29年7月5日 6 3 ○「社会福祉法人陽光会既存施設間通信管増設工事」変更契約の締結について

平成29年5月24日 5 3

○平成28年度事業報告、財産目録、貸借対照表及び各収支計算書の認定について　○社会福祉法人陽光会定款の変更について

○社会福祉法人陽光会役員推薦（案）について　○社会福祉法人陽光会役員等報酬規程（案）について　○社会福祉法人陽光会評議員会運営規程（案）に

ついて

○社会福祉法人陽光会理事会運営規程（案）について　○平成29年度地域密着型介護事業所森の風事業計画（案）について

○平成29年度地域密着型介護事業所森の風資金収支予算（案）について　○社会福祉法人陽光会定時評議員会の招集（案）について

平成29年6月9日 6 2 ○社会福祉法人陽光会理事長の選任について　○社会福祉法人陽光会常務理事の選任について

0

(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事

別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

１．遊休資金は各施設ともに高利商品への投資（リスクのないもの）を検討してみてください。

１．内部監査を実施した結果、各施設で適正な運転資金の保有高を把握していなかったために、普通

　　　預金が余剰になっている施設があると判明した。このことから、直ちに適正な運転資金の保有高を

　　　算定し、その目安を超える資金は定期預金等の高利商品で運用することに努めることとした。

平成30年3月23日 5 3

○社会福祉法人陽光会管理規則の一部改正について　○社会福祉法人陽光会就業規則の一部改正について　○社会福祉法人陽光会公印規程の一部改正につい

て

○社会福祉法人陽光会育児・介護休業等に関する規程の一部改正について　○平成29年度最終資金収支補正予算（案）について　○平成30年度事業計画

（案）について

○平成30年度資金収支予算（案）について　○社会福祉法人陽光会　苦情解決第三者委員の選任について

□平成29年度社会福祉法人陽光会理事及び常務理事の職務執行状況報告（第2回）について

1

三津間嗣夫、近野元洋、羽田　巧

平成29年9月29日 6 3

○社会福祉法人陽光会定款の変更について　○社会福祉法人陽光会経理規則の一部改正について　○社会福祉法人陽光会管理規則の一部改正について

○社会福祉法人陽光会評議員会運営規程の一部改正について　○平成29年度第2次資金収支補正予算（案）について

○平成29年度社会福祉法人陽光会　臨時評議員会の招集（案）について　□社会福祉法人陽光会理事長及び常務理事の職務執行状況報告について

平成29年12月8日 4 2

○社会福祉法人陽光会契約規程の一部改正について　○社会福祉法人陽光会寄附金品事務規程の一部改正について

○社会福祉法人陽光会個人情報保護管理規程の一部改正について　○社会福祉法人陽光会職員提案規程の一部改正について

○平成29年度第3次資金収支補正予算（案）について



社会福祉法人陽光会

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

（イ）修繕費合計額

（円）

001 本部会計

00000001 本部経理区分 事務局

福島県 福島市 南沢又字水門下160-3 3 自己所有

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

福島市 南沢又字水門下160-3 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和55年10月13日 0 0

ア建設費

002

特別養護

老人ホーム

陽光園

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 陽光園短期入所事業所

福島県 福島市 南沢又字水門下160-3 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和59年5月1日 80 27,001

ア建設費
002

特別養護

老人ホーム

陽光園

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム陽光園

福島県

福島市 南沢又字水門下160-3 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和60年8月1日 20 5,870

ア建設費

003

陽光園介

護支援セン

ター

06260301 （公益）居宅介護支援事業 陽光園居宅介護支援事業所

福島県 福島市 南沢又字水門下160-3 3 自己所有

イ大規模修繕

平成4年4月1日 35 6,376

ア建設費
003

陽光園介

護支援セン

ター

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 陽光園デイサービスセンター

福島県

福島市 南沢又字水門下160-3 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 0 0

ア建設費

004 森の風

02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所森の風

福島県 福島市 南沢又字水門下160-3 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年4月1日 0 0

ア建設費
003

陽光園介

護支援セン

ター

06260401 （公益）介護予防支援事業 福島市清水西地域包括支援センター

福島県

福島市 南沢又字水門下160-3 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年8月1日 25 702

ア建設費

005 大萱荘

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 大萱荘

福島県 福島市 笹木野字払川添23-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成29年8月1日 29 3,462

ア建設費
004 森の風

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護事業所森の風

福島県

福島市 笹木野字払川添23-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和56年5月1日 50 17,654

ア建設費

005 大萱荘

06000003 日中一時支援事業 大萱荘日中一時支援事業

福島県 福島市 笹木野字払川添23-1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和60年7月19日 0 20

ア建設費
005 大萱荘

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 大萱荘短期入所事業

福島県

福島市 鎌田字江添10-6 2 民間からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年10月1日 4 2,266

ア建設費

006 きらら

06000003 日中一時支援事業 きらら日中一時支援事業

福島県 福島市 鎌田字江添10-6 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年4月1日 20 4,493

ア建設費
006 きらら

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） きらら

福島県

福島市 渡利字八幡町19 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 5 385

ア建設費

007
やぶきホー

ム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） さくらホーム

福島県 福島市 渡利字平ヶ森13-1 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成2年10月1日 4 1,457

ア建設費
007

やぶきホー

ム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） やぶきホーム

福島県

福島市 腰浜町12-4 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成18年1月1日 4 1,301

ア建設費

007
やぶきホー

ム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ささきのホーム

福島県 福島市 笹木野字西原60 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成11年10月1日 6 2,078

ア建設費
007

やぶきホー

ム

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ビートルハウス

福島県

福島市 南沢又字水門下160-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成14年10月1日 6 2,176

ア建設費

008 清心荘

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 清心荘短期入所事業所

福島県 福島市 南沢又字水門下160-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成4年4月1日 50 17,933

ア建設費
008 清心荘

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 清心荘

福島県

福島市 南沢又字水門下160-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成7年4月1日 4 814

ア建設費

008 清心荘

06000001 相談支援事業 相談支援事業

福島県 福島市 南沢又字水門下160-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成18年10月1日 0 527

ア建設費
008 清心荘

06000003 日中一時支援事業 清心荘日中一時支援

福島県

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年4月1日 0 0

ア建設費

009 陽だまり

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） ひだまり
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１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）


（1）社会福祉充実残額等の総額（円）

（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

福島市 北沢又字樋越北1-14 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

009 陽だまり

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） のぞみ

福島県 福島市 郷野目字金込町44-8 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成21年4月1日 4 1,437

ア建設費
009 陽だまり

福島県

福島市 岡部字上条36 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成21年4月1日 5 1,892

ア建設費

009 陽だまり

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） あやなみ

福島県 福島市 南沢又字前田13-9 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成21年4月1日 6 1,505

ア建設費
009 陽だまり

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） しらとり

福島県

福島市 町庭坂字狐林3-1 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成21年4月1日 5 1,459

ア建設費

009 陽だまり

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） さくらんぼ

福島県 福島市 八島田字桃木町6-3 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成21年4月1日 4 1,405

ア建設費
009 陽だまり

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） みさと

福島県

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成21年4月1日 4 1,223

ア建設費

（イ）修繕費合計額

（円）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

（イ）修繕費合計額

（円）

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

0

2 無

1 有

2 無

0

0

0

0

0

0

地域における公益的な

取組⑤（既存事業の利

社会福祉法人等による利用者負担軽減 福島市

生計が困難な低所得者の利用者負担額の軽減を行う。

0

0

3 該当なし

3 該当なし

1 有
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(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

１．役員の費用弁償について

　役位の費用弁償について、職員を兼ねた役員への支払いがなされていないが、旅費規程上支出しない根拠が定

　められていない。規程と実態の整合性を図ること。

２．評議員会

　前年度と今年度開催された評議員会４回のうち３回を欠席している評議員が確認された。平成２９年度４月

486,039,447

施設名 直近の受審年度

2 無

983,221,526

7,271,000

４．契約の自動更新

　　　グループホームの賃貸借について、自動更新とされている契約があるが、契約更新を行う際に、法人とし

　　　ての意思決定が確認できなかった。自動更新の契約であっても契約更新に係る法人の意思決定は必

　　　要となる。今後契約更新の際には、理事会の議決を得る。又は、発議書により専決権者の決裁を得

　　　るなど、契約額に応じた決裁権者により法人としての意思決定を行うこと。

５．収納した金銭の保管

　　　　　理事会の承認が必要である。今後改めること

　（２）グループホームしらとりホームの賃貸借について、平成２７年８月１日から月額７万円、５年契約で

　　　　　契約を行っている。総額で４２０万円の契約となるが、理事会で議決されたことが確認出来なかっ

　　　　　た。当該契約は法人管理規則で定める理事長の専決可能な契約金額を超えているため、理事会の議

　　　　　決が必要となる。理事会に報告の上、今後契約については、契約の総額に基づく決裁権者の確認し、

　　　　　契約を行うこと。

　２日から新たな評議員会の体制がスタートするため、その際は評議員としての職責を果たすことができる人選

　や体制づくりを行うこと。

３．理事会要議決事項

　（１）法人就業規則の一部改正と個人情報取扱規程の制定について、理事長が専決し、理事会へ報告

　　　　　されていた。就業規則、個人情報取扱規程は法人の運営にとって重要なものであり、規程の改正や

　　　　　制定は法人定款第11条第1項にて理事長が専決できる定める日常の業務とは考えられないため、

　　　給しないことを明示します。

２．評議員会を４回中３回欠席された評議員については、家庭の事情でやむを得ず欠席されたもの

　　　でありましたが、平成２９年２月２７日に開催された評議員選任・解任委員会にて新たな評議

　　　員が選任されましたので、今後は出席状況の把握等を行うようにいたします。

３．（１）法改正に対応するため緊急で就業規則の一部改正と個人情報取扱規程の制定が必

　　　　　　　要であったため、理事長専決で実施しましたが、今後は理事会の承認を得て行うよう改

　　　２１年３月３１日までの契約書しかなく、その後の再契約が行われないまま業務委託を行っている

　　　ことが確認された。法人経理規定第６９条、第７０条に則し、１００万円以上の契約をするとき

　　　は契約書を作成すること。

１．役員を兼ねる職員は職務時間中に法人内で開催される評議員会・理事会へ出席することとなり、

　　　出席に要する費用の実費相当とする費用弁償は該当しないものとして支給しておりませんでした

　　　が、新たに規程をを定めて役員を兼ねる職員に対しては費用弁償の対象外とする旨を記載し、支

　　　一部の寄附金について、経理規定第２３条に定める３日以内に金融機関に預けていないことが確認さ

　　　れた。経理規定に基づき事務手続きを行うこと。

６．契約書

　　　備品契約において契約金額が１００万円以上の契約にもかかわらず、契約書ではなく請書を作成し

　　　ていた事例が数件確認された。また、医療福祉介護研究協会経営指導委託について、毎月１０万

　　　８千円、１年間で１２９万６千円の契約になると思われるが、平成２０年１１月１日から平成

　　　約を締結し更新の際の意思決定については決裁権者の承認を受けて行います。

　　　

　　　　　　

５．金融機関の営業終了後に寄附金を収納し、入金日までに土日と祝日があったため３日以上か

　　　かってしまったものでありますが、収納した金銭については当日に金融機関に預け入れるように努

　　　め、経理規定に基づいた事務手続きを行うようにいたします。

６．備品契約については経理規定、契約規程の規定により契約書、請書等の作成を行います。

　　　医療福祉介護研究協会との経営指導委託契約については、平成２１年３月３１日までの

　　　契約書のみで、再契約しておりませんでしたので、平成２９年４月１日からあらためて委託契

　　　　　　　めます。

　　　（２）平成２８年１１月２９日開催の理事会において、障害者グループホーム陽だまり「し

　　　　　　　らとり」の賃貸借契約を理事長専決で行ったことを報告事項として報告しました。今後は

　　　　　　　契約の総額に基づいた決裁権者の承認を得て契約をするように改めます。

４．自動更新とされている契約であっても更新の際には契約の額に応じた決裁権者による意思決定

　　　を発議等で行うように改めます。


